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引用連載 
 

福祉新聞 ２０２６年３月１０日掲載 

 
 

 

 

 

 

議連案 切れ目ない支援提供 

 

超党派医療的ケア児者支援議員連盟（野田聖子会長）が 2 月 25 日に参議院議員会館で開 

かれ、改正医療的ケア児支援法の骨子案が示された。18 歳以上の医療的ケア者、重症心身 

障害児者を支援対象に加え、新たに切れ目ない医療の提供、地域生活の支援、地域格差の是 

正などの対策を講じることを定めた。議運は今特別国会での成立を目指す。 

 

支援対象を追加することに合わせて法律の名称は「困難的ケア児等および重症心身障害者 

支援法」に改める。 医療的ケア児が成人になると支援が途切れてしまうため、18 歳以上も 

対象とし、地域で切れ目ない医療を受けられるようにする。重症心身障害者は 7 割が医療的 

ケアを必要としていることなどから対象に加えられた。 

 

家族はケアで心身ともに疲弊していることから、一時預かり、居宅で夜間も介護、保健医 

療サービスなどの支援を受けられるようにする。日常的に行うケアの負担を軽減するため、 

医療従事者でなくてもできる医療的ケアの範囲を再考する。家族同士の支え合いにつながる 

交流活動も支援する。 

 

また、希望に応じて地域で自立して生活できるようグループホームなどを整備する。支  

援に地域差があることも課題のため、各地域で状況を検証するなどして格差是正に向けた措 

置を講じる。保育所、学校に通う医療的ケア児が増えていることから、支援体制を拡充。保 

護者などの付き添いなしで学校行事に参加できるようにする。 

 

現行の医療的ケア児支援センターは、名称を医療的ケア児等支援センターに改める。設置 

主体は都道府県以外に指定都市、中核市なども加え、業務内容を拡充。医療、保健、福祉な 

どの関係機関による協議会も設置できるようにする。 

 

同法は 2021 年 6 月に議員立法で成立。厚生労働省によると困難的ケア児は推計で約 

2万人いる。 (榎戸新) 

 

次回【こども家庭庁 障害児入所施設の在り方検討会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

医ケア児法改正
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さ わ レ ク   Q＆A   よくある質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさまのご応募を心よりお待ちしています 

 

  

さわやかレクリエーション事業 
 

2026年度 さわやかレクリエーション事業 申込受付スタート！ 

 

2026年度「さわやかレクリエーション事業」について、コカ・コーラボトラーズジャパン 

株式会社より助成決定の内示をいただきました。 

この事業は、父母の会の活動を盛り上げ、新しい仲間づくりや地域とのつながりを深める 

ことを目的に、全国のコカ･コーラボトラー各社のご支援のもと続けてきた取り組みです。 

 

2026年度もテーマは「地域共生」「地域連携」。 

申込締切：2026年 5月 15日（金） 

 

県肢連・地域父母の会と地域のみなさんが 

交流を深める場として、今年も楽しい企画を 

お待ちしています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Q 助成金額はどうやって決まるの？ 

 

A 助成金額は、コカ･コーラ関係者と

全肢連で構成される検討委員会が審査

し決定します。 

今年度から基準が変更されていますの

で、申込書の収支予算書にある「参考デ

ータ（例①～③）」をご確認ください。 

Q 5 月に実施する事業も対象になる？ 

 

A はい、対象になります。 

なお、6 月より前に実施予定の場合は、

事前にご連絡いただけると助かります。 

Q 内定通知書はいつ届く？ 

 

A 6 月中にお届けします。 

Q 申込み内容に変更があったら？ 

 

A 中止・延期・日時・場所などに変更が

ある場合は、事務局までご連絡ください。 

メールでのご連絡で OK ですので、申込

書を一から書き直す必要はありません。 

ただし、事業内容が大きく変わる場合は、

あらためて申込書の提出をお願いするこ

とがあります。 
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心の輪を広げる体験作文 入賞作品紹介 

 

 

優秀賞受賞 

支え合いの温かさ 
純心中学校 ３年生 

ɵ さん（女性） 

 

「どうして来たの？」 

 

その一言が、私にとって大きな違和感でした。私が通っていた小学校には特別支援学級が 

あり、特性のある子は通常学級と支援学級の両方に所属していました。ある日、その子が通 

常学級に来たとき、友達が嫌そうな顔で言ったのがこの言葉でした。 

 

その出来事をきっかけに、インクルーシブに疑問を持つようになりました。そして、「も 

っと特性のある子のことを知りたい」という気持ちが芽生え、次第に将来の夢は支援学級の 

先生になることへと変わっていきました。 

 

中学生になり、職場訪問で小学校に訪れたとき、先生から直接お話を伺いました。特性の 

ある子に教育者としてどのような支援や働きかけをしているのかを真剣に語ってくださり、 

障害に対する社会の考え方が変わりつつあることも知りました。その経験を通して、私の夢 

はさらに確かなものになっていきました。 

 

そして、今年の夏休み、私は放課後等デイサービスで四日間、特性のある子どもたちと生 

活をともにしました。そこは知的障害や発達障害、自閉症など内面的なハンディキャップを 

持つ子が通う小さな施設でした。二歳から小学生高学年までの子供と、カードゲームやアイ 

ロンビーズなどを通して一日中関わりました。 

 

特に印象に残ったのは人生ゲームでのお金のやり取りです。私は「特性のある子は学習が 

遅れていることが多い」という先入観を持っていました。しかし実際には、銀行係を積極的 

に務めたり、複雑な両替を難なくこなしたりする姿があり、そのイメージは大きく覆されま 

した。先生に聞いてみると、『子どものうちは見守ってくれる人が多いが、大人になるとそ 

うはいかない。特性があるとさらにこれから大変なことがたくさんある。だからこそ、自分 

で選択し、自分で行動する力を育てることが大切だ」と教えてくださりました。デイサー 

ビスがただの預かり場所ではなく、一人ひとりにあった教育を行い、将来の自立につなげ 

る場であることを強く実感しました。 

 

私も先生の姿勢を意識し、子どもに「何をしたい？」と聞いたり、選択肢を示したりし 

て、自分で考え選ぶ機会を尊重しました。しかし、振り返ると大きな反省点がありまし 

た。それは最後まで任せきれなかったことです。工作をするとき、時間がかかる子に「代 

わりにしようか？」と声をかけてしまったのです。本来な ら完成まで見守り、達成感を味 

わわせることが大切でした。手助けは一見優しさに見えますが、それが必ずしも相手のた 

めになるとは限らないと気づき、深く反省しました。 

 

また、先生の紹介でペアレントメンターの方にお話を伺いました。自分の子どももの特 

性や子育てでの苦労、そして「学校やデイサービス、病院が真剣に自分の子供に向き合っ 

てくれた」という思いを聞き、「教育」は先生だけでなく、家庭や地域、さまざまな人の思 

いで成り立っているのだと実感しました。 
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今回の活動を通して、私は「教育とは何か」を考えることができました。授業がある学校 

だけでなく、デイサービスでも一人ひとりにあった学びや支援が行われ、家庭でも保護者が 

子どもの一番の応援団長として見守っている。教育は、多くの人が関わり、心を寄せ合うこ 

とで成り立つのだと気づきました。 

 

私は今回の研修で、教育に関わる人々の思いや繋がりを通して「心の輪の広がり」を間近 

に感じました。そしてその輪の中に、将来は自分も加わりたいと強く思いました。もちろん 

反省点もあります。だからこそ今後は教育について学ぶだけでなく、自分自身を見つめ直す 

ことも大切にしていきたいと思います。これからも私自身も周囲の人々に見守られ、支えら 

れながら、努力をし、心の輪を広げていきたいです。 

 

（令和 7年度 「心の輪を広げる体験作文」入賞作品集より） 

 

全肢連 清水会長スケジュール 

 

 

・３月５日  全肢連事務局 

・３月６日  理事会出席 

・３月７日  関東ブロック会長会出席 

 

 

Dr.植松のＱ＆Ａコーナー 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県障害児協会 かいつぶり通信 NO.117 号より 

３月 清水会長スケジュールをご報告いたします。 
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理事からのコーナー 

 

ブロック大会の今後のあり方 ＋ 私事 

 

神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会会長 

                            理事 光延 卓真 

 

           神奈川県肢連は関東甲信越ブロック連絡協議会に所属し 

           ています。行政上は１都９県ですが、現在の活動は１都５県で構 

成されてます。即ち、４県が連絡協議会から退会されたことにな 

ります。残念です。皆さんのブロックは如何でしょうか。 

 

 昨年度は第６２回神奈川大会を開催することが出来ました。そして令和８年度は第６３回 

山梨県大会で、１０月２４日（土）に開催される予定です。 

 

さて、その次の大会です。各都県が順番に開催してきましたが、最近は開催のための活動・

役割、費用面の負担感など、その大変さにより開催が難しくなってきました。 

 

 ３月に開催した関東甲信越ブロック連絡協議会にて、今後の大会のあり方について協議し 

ました。結論としては、隔年開催にすることに決定しました。また、開催形式・規模は、基本 

形（大会式典、基調講演、パネルディスカッション・シンポジウム、閉会式、情報交換会、ま 

た会場開催、オンライン開催など）に拘らず、柔軟に考えることにしました。 

 

 従って、第６４回大会は、令和１０年度に開催です。また、開催会場は持ち回りとしても、 

担当の一都県に全面的に任せるか、連絡協議会として全都県が協力して行うかなど、更に議 

論する必要がありそうです。 

 

 何れにしましても、肢体不自由児者父母の会の存在とその活動、会員の皆さんの頑張りを、 

行政・政治・社会に対してア・ピールしていく、活動を継続していくことが重要です。 

 

 今、様々な障害の当事者・支援者の団体がそれぞれの立場で活動していますが、その中で、 

肢体不自由児者父母の会の影が薄くなってしまうことがないように、しっかり続けていくこ 

とが大切だと考えます。 

  

話は変わりますが、我が家では、３年ほど前から保護猫 

の預かりボランティアを始めました。鎌倉大仏の近くの保 

護猫カフェ『鎌倉ねこの間』に所属しています。まだ新米 

ですが、今まで累計８匹預かってきました。多い時は６匹 

いました。親猫も含めて、生まれた時から人慣れしていな 

い猫たちが、爪立て、シャーシャーの状態から、喉をグル 

グル鳴らし、なでたり、抱っこしたり出来るようになるこ 

とを目指して、育て見守るお手伝いです。兄弟姉妹がそれ 

4
匹
の
子
猫
♦
食
事 
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ぞれ性格が違い、興味深く楽しいです。人間と一緒ですね 

里親さんになって下さるお宅とのマッチングが成立する 

と、順次お渡しします。自分たちの役割は重々承知していま 

すが、お渡しする時は、涙なみだで『幸せになるんだよ』幸せ 

を願う気持ち、達成感、安心感、寂しい気持ちが交錯します。 

 

 

  

 https://www.kamakuranekonoma.com/ 

 

 

クローズアップ【長崎県】 
 

 

今回は、長崎市の車いすユーザーであり社会福祉士でもある織田帆尊さんが取材・編集さ

れたガイドブック「Hodaka Book 2.0」をご紹介いたします。 

 

本書は、織田さんが学生時代に感じた「バリアフリーに配慮された情報がまとまった、安

心して外出できるガイドブックがあれば」という思いを原点として、自主制作されたもので

す。車いすユーザーの視点を大切にしながら、実際に足を運び、自ら確認された長崎市内の

飲食店を中心に掲載されております。 

 

今回の「Hodaka Book 2.0」では、長崎名物であるちゃんぽん店や海鮮丼店をメインに紹

介しており、全店舗が写真付きのオールカラーで構成されています。大変見やすく、誌面を

眺めているだけでも食欲をそそられる内容となっており、視覚的にも楽しめる工夫が随所に

施されています。こうした魅力的な誌面構成は、外出への期待感を一層高めてくれます。 

 

各店舗の紹介においては、段差の有無や店内の広さといった基本的な情報に加え、トイレ

設備の状況や UD食器の有無など、実際の利用体験に基づいた具体的な情報が丁寧にまとめ

られています。これらは車いすユーザーご本人はもとより、ご家族や支援者の方々にとって

も、お店選びや外出計画の際に大いに参考となる内容です。 

 

本ガイドブックは、インスタグラムを通じて織田さんとつながったご縁により、全肢連へ

ご寄付いただいたものです。このような心のこもった冊子をご提供いただきましたことに、

深く感謝申し上げます。 

 

「車いすでも安心して楽しめる場所を増やしたい」という願いが込められた本書は、多く

の方にとって外出のきっかけとなり、地域とのつながりを広げる一助となることが期待され

ます。ご興味のある方は、ぜひ下記 QRコードよりご覧ください。(島田) 
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全肢連事務局からのお知らせ 
 

今後のスケジュール 
総会           5月 18日（月） 

いずみ 164号 発行    6月中旬以降 

2026年度全国大会     8月 29日（土）・30日（日） 

 

 

 

 

事務局だより 
 

私の息子は難病を持っています。そんな中、同じように難病と向き合うご家族との出会い 

がありました。そのご家庭の娘さんは、中学１年生の時に突然てんかん発作が起こり、長い 

間原因がわからないまま、何度も何度も発作で倒れ、長期入院。入院中も発作に悩まされ意 

識もない毎日を過ごす中、中学 3年生の夏、ようやくミトコンドリア病によるてんかんであ 

ると診断されました。 

現在は高校 1年生。学校でも自宅でも発作を何度もおこし、不安と隣り合わせの生活を送 

っています。病気の影響により脳へのダメージがあり、短期的な記憶は保てても、長期記憶 

として定着させることが難しく、情報処理にも困難を抱えるようになりました。 

今年の４月から障害者と不登校の子どもたちが共に通う高校へ進学されました。現在の目 

標は、「何年かかっても高校卒業資格を取得すること」とお母様が明るく仰っていましたが、 

一方で、「親がいなくなった後、この子は自分の力で生きていけるのだろうか」とも悩まれて 

いました。さらに、彼女は今後 90％の確率で視力を失うと医師から宣告されて、 

「今、親として何をすればいいのか分からない」 

その言葉には、私たち親が日々を送る中で未来まで考える余裕を持てない現実がにじんでい 

ます。「少しでも良い未来を」と願わずにはいられないのですが、毎日を終えることに精一杯 

になってしまっています。だからこそ、同じ悩みや不安を抱える親同士が、気持ちを分かち 

合える場の存在はとても大きな支えになり、「自分だけではない」と感じられることや、そし 

て様々な話をしたり聞いたりする中で、新しい気づきや助言、時には慰めに出会えることは、 

明日もまた頑張ろうと思える私の力になっています。（島田） 

 

 
  

 

来月号 5月 15日発行予定 

 

□編集・発行 

一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会 

 〒170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１１ 

福祉財団ビル 5 階 

ＴＥＬ：０３－３９７１－３６６６ 

ＦＡＸ：０３－３９７１－６０７９ 

メール：zenshiren@zenshiren.or.jp 

全肢連公式ホームページでも全肢連情報をご覧になれます 

https://www.zenshiren.or.jp 


